
 
 
 
 
 
 
 
 

猿投地域会議準備会委員が決まりました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

   わくわく事業審査会（１１月２０日）の申請団体によるプレゼンテーションの様子 
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平成１７年１０月に発足し、委員は右表のとおり

１７名の皆さんです。 
 

地域会議準備会とは・・・ 

 平成１７年１０月に制定した「豊田市地域自治区

条例」に基づく猿投地域会議が平成１８年４月に正

式に発足するまでの任意組織で、地域会議発足の準

備等を行います。 

４月からは、引き続き正式な猿投地域会議委員と

して、この方々に活動していただきます。 
 

１０月発足以後の活動は・・・ 

 １月末までに５回の会議を開催しました。 

※敬称略・五十音順 

委 員 名 住 所 

赤川 邦弘 加納町 

大澤 幸子 乙部町 

(副会長) 

勝原 照明 
猿投町 

川上 恭規 乙部町 

北村 亘 乙部ヶ丘 

竹内 鎭郎 本徳町 

塚本 泰弘 加納町 

都築 卓 亀首町 

寺倉 豊重 亀首町 

丹羽 正義 猿投町 

(会長) 

森  當 
舞木町 

森  咲子 加納町 

森  真治 亀首町 

森  政司 舞木町 

山田 弘毅 本徳町 

山田 静男 本徳町 

山田 美保 本徳町 

開催回数 開催日     主な内容 

第１回 １０月１３日 規約の決定、役員の選出 

第２回 １１月２０日 わくわく事業審査会 

第３回 １１月２９日 地域会議公募委員選考 

第４回  １月 ７日 地域会議公募委員研修会 

第５回  １月１４日 わくわく事業審査会(追加募集審査) 

  
＊「まちづくり講演会」を予定しています。 
  日時  平成１８年２月２５日（土）午後３時～ 
  場所  猿投コミュニティセンター 大会議室 
  講師  ＮＰＯ法人起業支援ネット 関戸美恵子氏 
  問合せ 豊田市役所 猿投支所 地域振興担当 



 

■地域会議とは 

 豊田市は、市民と行政がより良い地域社

会を目指して共に行動する、共働によるま

ちづくりを進めています。そのため、これ

までのコミュニティ会議の区域ごとに、地

域の多様な意見について検討を行う審議

機関として｢地域会議｣を設置します。 

 地域会議では、地域のことは地域で解決

することを目指し、地域課題について検討

を進めます。 

 

■地域会議と委員の役割 

◎ 地域会議は、市長から地域の重要な行   

政施策などについて諮問を受けるとと  

もに、これに対する意見などを表明し  

ます。 

◎ 自主的に地域の課題について協議し、地域で解決する道を探るほか、支所長などに対して、解決策の意

見表明や提案をします。また、地域会議からの意見や提案に対しては、市からその採否と見解が示され

ます。 

◎ 新たに制度化された自主的なまちづくり活動への補助制度「わくわく事業」の審査をします。 

◎ 地域会議は「地域の公共的団体から推薦された人」「見識を有する人」「公募で選考された人」で構成さ

れ、委員数は20人以内です。 

 

●地域自治区のイメージ 

平成１８年度 猿投地域「わくわく事業」を募集します！ 

わくわく事業は、地域資源（人、歴史、文化等）を活用し、地域課題の解決や、地域の活性化に取り 
 組む団体を支援する新しい発想の地域活動支援制度です。 
「私たちの地域は私たちの手で、もっと住みよく、おもしろく」を合言葉に、皆さんでまちづくり活動 

を始めてみませんか。 

●応募資格・要件 

   ①原則として5人以上で組織された団体 

   ②活動が当該地域の多数の住民に支持されると認められる団体 

   ③政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としていない団体 

●助成内容 

  ・１地域会議の総予算は５００万円です。 

  ・地域会議が事業の内容に応じて補助条件、補助率等を審査し、補助金額を決定します。 

●応募方法 

    交付申請書に必要事項を書いて、添付書類とともに猿投支所へ提出してください。申請書類などは、

猿投支所及び猿投北交流館に用意してあります。 

第１次の募集期間は、３月１３日（月）～４月１０日（月）です。なお、総予算の範囲内で第２次 

募集（５月頃）も予定しています。 

●問合せ 

豊田市役所猿投支所地域振興担当：篠田、簗瀬 

〒4７０－０３７３ 豊田市四郷町東畑７０－１ 

電話４５－１２１１    FAX４５－４８２４ 

 

 

選任

諮問※

意見

指揮･監督

地域自治区

地域会議 

･地域の意見の取りまとめ 
･共働活動の要(かなめ) 

事務所の長
(支所長)

市の事務を執行 

①地域会議準備 

②地域振興事業 

③支所管理 

選出

共働※

住民、 

自治区、 

コミュニティ、

ＮＰＯなどの

市民活動団体

地域自治区の役割 
■住民の意向の反映の場になります 
■住民と行政との共働による地域づくりの場になります 

※諮問(しもん)／意見を尋ね求めること

※共働(きょうどう)／住民と行政が共に

考え、行動すること(パートナーシップ)

市長 


